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　労協センター事業団は、2001年、2004年
と「組合員の生活と仕事観」の組合員アン
ケートを行い、その結果を「協同の発見誌」
で発表してきた（第122号、第159号）が、今回、
昨年12月に実施したアンケートの集計結果
がまとまった。結果については、本号の特
集として掲載されているので、ぜひ御高覧
いただきたい。
　その中に組合員の年代別分布が出てくる。
ここにワーカーズコープの特徴が現われて
いる。それはワーカーズコープ全就労者の
ほぼ３割が60代、70代の就労者だというこ
とである。高齢者の割合が他の形態の事業
体に較べ多いということがワーカーズコー
プの特徴である。これは言うまでもなく、
ワーカーズコープが労働における社会的包
摂という性格を持っていることを示唆して
いる。
　このようなワーカーズコープの性格は、
団塊の世代にとってこれからさらに重要な
役割を果たすことになる。2007年から多く
の企業で団塊世代の60歳定年による退職者
が生まれている。法改正によって65歳まで

雇用を企業に課すようになったとは言え、
そうなっても実際は再雇用であり、しかも
多くは給与の激減になる。現在ある協同組
合の全国組織で働いている団塊世代の人

（所謂幹部だった人）は、定年後労働時間が
変わらず労働単価が数分の一となる契約に
なったという。
　オランダ的なワークシェアの発想を生か
すなら、総収入調整は、時間単価は極力下
げず時間数を減少させるという方法が求め
られたのかも知れないし、そうすれば団塊
世代は時間的にも段階的に地域デビューの

「インターンシップ」もできるのに、と思え
てならない。
　しかし「再雇用」はまだ良い方である。
中小規模ならこれ自体が経営問題として「深
刻」でもある。また、所謂「正社員」でな
い人が健康・体力その他の理由で、体よく
リストラの対象となって働き口がなくなり、
しかも国民年金（基礎年金）支給年齢には達
していない、前期高齢者以前の「狭間の世
代」問題も大きな問題となっている。以前、
NHKで放映された「団地の孤独死」でも年
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金支給前世代が問題視されたのは記憶に新
しい。
　「多様な働き方」の名の下に、使い捨て・
非正規労働がますます拡大している今日、
働くということが生活の基礎、ひいては社
会の基礎にもならないような事態は、まず
もって社会的解決が必要とされる。
　話を、労働と協同組合に戻そう。いま、
このようなことを背景に、センター事業団
の提起・支援の下、シニア社会委員会が結
成された。仕事おこしや社会連帯活動が主
であるが、これに加入することによって、
センター事業団の事業所にインターンシッ
プできることで、地域に役立つ仕事おこし
を実感しながら仲間づくりを進めることが
できる。その土台となる「協同労働の協同
組合」が一つの典型として注目しているも
のとして、イタリアの社会的協同組合があ
る。ここでもう一度「労働」について考え
たい。
　周知のことと思われるが、イタリアの憲
法45条第１項に「共和国は、相互扶助の性
格を持ち、私的投機の目的を持たない協同
組合の社会的機能を承認する。法律は最適
な手段で協同組合の発展を促進し助成する
こと、又適切な監督によりその性格及び目
的を保証することを定める」と協同組合の
ことが謳われている。その憲法は「イタリ
アは労働（lavolo）を基礎とする民主的な共
和国である」（第１条第１項）とイタリア国家
を規定することで始まる。
　日本ではどうであろうか。もちろん（とい
うのも変な話だが）、憲法に「協同」や「結（ゆ

い）」の言及は見られない。労働については
憲法第27条第１項に「すべて国民は、勤労
の権利を有し、義務を負ふ」と謳われている。

「勤労」は英語では「work」が対応するが、
一方で「勤労の権利」とは、働く意思と能
力のある人が勤労の機会を要求する権利（た
だし抽象的権利）であって、その実現のため
に国の施策が要求されるとする。それは一
般的な雇用促進、個々の職業紹介、職業訓
練の場の提供、就労の機会の実質的保障、
失業者の生活保障が主要な内容だという。
　現在、グーローバル化の中で、それだけ
ではカバーできない労働を巡る社会矛盾（雇
用労働の劣化、ディーセントワークの欠如、
ワーキングプアの発生・拡大等）が生まれ、
国際的地位の低下のみならず、日本社会が
社会足り得なくなっているのは、前に述べ
た通りである。法律上の整合性等について
は私も素人なのでわからないが、少なくと
も既存の法律の整合性・既存法律の修正だ
けでは解決しなくなっているのであると言
える。
　「協同労働法」制定市民会議の法要綱案
には、「働く意思のある者たちが協同で事業
を行うために…」と書かれている通り、さ
まざまな人たちが勤労の機会を自らの「協
同出資・協同経営によって共に働く」こと
で実現する新たな仕組みを追求している。
憲法27条で謳われる仕組みを、実践的に補
強しうる制度とも言えるのではなかろうか。
そのような働き方に法的整備をお願いした
いというのが、この間の法制定運動の趣旨
と理解している。
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